
みえの食セレクション
の商標登録について

INPIT三重県知財総合支援窓口 下村健次
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みえの食セレクションに申請された県産
品の商標の使用について
このたびは応募のご検討をいただき、感謝します。応募いただ

くにあたっては、申請者の皆様の責務により商標のご確認を行っ
ていただく必要がありますが、内容が複雑であるため、今回、商
標に特化して説明することとなりました。
県やINPIT知財総合支援窓口としましても必要な助言をさせて

いただきますが、他人の商標権を侵害している場合及び商標に対
して十分な担保が取れていない場合は、残念ながら申請を受理で
きない場合や選定を取り消す場合があるだけではなく、商標法違
反となり損害賠償に発展する恐れもあります。このような結果を
招かないように注意点について説明させていただきます。
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手順
商品名が一般的な産地、販
売地、品質、原材料、効能
のみで構成されている場合

A以外又は必ずAに該当す

ると断定できないとき

Ａ

商標を登録する必要はあり
ません。
どのようなものがこれに該
当するか以下で説明します。

B

独自性がある場合やその可能性
がある場合、他人の権利を侵害
していないかの調査と商標登録
の手続きが必要です。

イ ロへ（次のページ） へ
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商標登録が不要な場合イ
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ａ．商品が普通名称である場合

ｂ．その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、
用途、形状（包装の形状を含む）、生産の方法、
使用の方法、その他の特徴、数量、価格を表示
する標章のみからなる場合
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産地と品種の組み合わせ

原材料と商品の普通名称の組み合わせ

用途と数量の組み合わせ
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産地と普通名称の組み合わせ 効能と普通名称の組み合わせ



『伊勢うどん』『松阪牛』等は地域団
体商標であるため、権利者の組合の規
定に沿って使用してください。
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原材料の産地の普通名称と
商品の普通名称の組み合わせ

生産の方法、産地、普通名称の組み合わせ
（生産の方法と地域団体商標）



A以外又は必ずAに該当すると断定できないとき

商標登録が他人の権利を侵害していないかの調査と
商標登録について

ロ
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商標の類似には、文字（読み方）のみで
はなく、外観や概念もあります。
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ａ.商標の類似とは 以下の２つの条件を満たすとき

使用する商品名（マー
ク）が同一か類似

使用する商品の種類が
同一か類似

『類似群コード』
+

同一か類似 非類似
---------------------------------
あんころもち たこ焼き
和菓子 はちみつ
洋菓子 コーヒー
パン チーズ
ピザ 日本酒

同一か類似 非類似
---------------------------------
へんば 赤福
へんば餅 老伴
へんば餅抹茶 さわ餅
へんは 関の戸
ヘンバ

例としてへんば餅 登録商標は『へんば』
指定商品『菓子及びパン』
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ｂ.商標の調査について
（慣れない申請者の方は知財窓口にご連絡ください。）

１．J-platpatでの調査
・調査できるのは「称呼（読み方）」!!（文字）
「外観」「概念」は調査できません。
・類似群コードと称呼（類似検索）で実施します。

・画像がある場合の調査方法については説明なしでは難し
いため、知財窓口にご連絡ください



特許庁のJ-platpatでの調査方法

グーグル、Yahoo等で「特許庁」と検索する
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称呼（類似検索）
全角カタカナ
２つまで（間に空白）
全体と要部
漢字なら読み方

類似群コード
半角（数字と大文字のアルファ

ベットの組み合わせ）
一気に３０コード程度は検索可能
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ジャムの商標の調査

称呼（類似検索） ワクワク
類似群コード 32F04
で調査
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調査時の注意

登録予定の商標

『わくわくpremium 』
・文字の種類が異なるとき ・色が違うとき
・文字の大きさがかなり異なるとき
・それぞれに意味があるとき
・普通名称や商品の種類はグレードを表しているとき

『ワクワク』と『ワクワクプレミアム』
の両方調査する。
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２．J-platpat以外での調査
い）Googleやyahooでの文字や画像検索をしておく

ろ）図形の場合は
『TMｖｉｅｗ』（欧州連合知的財産）
（https://www.tmdn.org）
『ＷＩＰＯ』（世界知的所有権機関 ）
（https://branddb.wipo.int/）
で日本に絞って調査できる。但し類似群コードは使用出来ないため
区分を使って調査し、ヒットしたものが類似指定商品が類似か確認す

る。また、その結果得られる図形分類も参考になる。
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Ｃ.商標登録について

・費用
概算費用と出願から登録までの流れ
（１区分、１０年分 拒絶理由が付かなかった場合）

出願時 登録時
(12000円+3200円) + 32900円 = 計約５万円
（特許事務所に依頼した場合は別途費用がかかりま
す）

出願から６～１０か月で登録されます。
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irohani

イロハニ イロハニ

irohani
irohani

premium

irohani

・使用する商標を登録してください。
登録したら登録通り使用するのが基本

登録商標 使用する商標
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INPIT三重県知財総合支援窓口
E-mail：chizai@miesc.or.jp

津窓口 T E L：059-253-8310
三重県産業支援センター内津市栄町1-891 三重県合同ビル５F

四日市窓口 T E L：059-327-5830
三重県産業支援センター北勢支所内四日市市鵜の森1-4-28 ユマニテクプラザ１F

調査の方法や商標登録の必要性がわからないとき
は気軽に以下までご連絡ください。
また商標の登録方法についてもご連絡ください。
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